
Ⅳ 具体的な施策                       ※🔗はリンク先有り  

１  変化の激しい社会（デジタル社会）を「生き抜く力」を身に付けた児童生徒の育成  

（１）社会の変化に対応できる情報活用能力の育成 

ア 基本的な考え方 

社会の在り方そのものが激的に変わる Society5.0 時代において，「情報活用能力」は，言語能力

や問題発見・解決能力などと並び，これからの時代を生きていく上で基盤となる資質・能力です。

具体的には， 

○ 知識・情報・技術を巡る変化の速さが加速度的となる中，情報や情報技術を受け身で捉え

るのでなく，主体的に選択し活用していく力 

○ ＡＩやロボット，ＩｏＴなどをはじめとする情報技術が当たり前のものとなる中，これら

の情報技術を手段として効果的に活用してく力 

○ スマートフォンやＳＮＳが急速に普及し，その利用も低年齢化する中，情報や情報技術を

適切かつ安全に活用していくための情報モラル 

    などの資質・能力が考えられ，学習指導要領で示された資質・能力の３つの柱に沿って，整理され

ています。 

【参考】学習指導要領における情報活用能力（資質・能力の３つの柱による整理） 

・ 知識・技能 

情報と情報技術を活用した問題の発見･解決等の方法や，情報化の進展が社会の中で果

たす役割や影響，情報に関する法･制度やマナー，個人が果たす役割や責任等について，情

報の科学的な理解に裏打ちされた形で理解し，情報と情報技術を適切に活用するために必

要な技能を身に付けていること。 

・ 思考力・判断力・表現力等 

様々な事象を情報とその結びつきの視点から捉え，複数の情報を結び付けて新たな意味

を見いだす力や，問題の発見･解決等に向けて情報技術を適切かつ効果的に活用する力を

身に付けていること。 

・ 学びに向かう力・人間性等 

情報や情報技術を適切かつ効果的に活用して情報社会に主体的に参画し，その発展に寄

与しようとする態度等を身に付けていること。 

その育成に当たっては，例えば，文部科学省が作成した「情報活用能力の体系表例🔗」（参考資

料 P.7～8 参照）等も参考にしながら，発達の段階等を踏まえて，授業においてＩＣＴを活用する中

で，意図的かつ計画的に指導していくことが大切です。 

そのためには，これまで積み上げてきた教育実践をベースに，学年や教科，単元，それぞれの学

習の中で，育成することが可能なのかを具体的にしていく必要があります。 

県総合教育センターには，学習活動とその中で身に付けることのできる情報活用能力を段階的に

整理した 「情報活用能力体系表（参考資料 P.7 参照）」を作成しており，指導計画を具体化する時

の参考とすることも有効です。 

また，児童生徒に身に付けさせるべき情報活用能力の中には，情報技術の発達により見直しや新

たに位置付ける必要があるものがあることに留意する必要があります。 

例えば，「生成ＡＩの取り扱い」については，文部科学省が令和５年７月に「初等中等教育段階

における生成ＡＩの利用に関する暫定的なガイドライン🔗」を策定していますが，児童生徒の情報

活用能力育成の視点から，生成ＡＩの仕組みの理解や生成ＡＩを学びや探究に活かす力等は，児童

生徒が今後担っていく社会や時代においては必要不可欠なものと言え，一概に使用を禁じるべきで

はなく，触れながら理解を深め適切な活用法を学べるようにするべきと考えます。 

活用に当たっては，個人情報の流出，著作権侵害，批判的思考や創造性への影響などの懸念も取

りざたされていますが，これらはこれまでもインターネットにおける検索等においても留意すべき

ことでありました。児童生徒の発達の段階を十分に考慮し，生成ＡＩはあくまで人の思考や判断を

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/05/16/1416859_02.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/mext_02412.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/mext_02412.html


補助するものであり，最終的には自分の判断や考えが重要であることを理解させ，不適切な使用が

行われることが絶対にないよう，国のガイドラインで示された留意事項や利用規約の遵守しつつ，

積極的な活用を図られるようにしたいものです 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ 本県の児童生徒の情報活用能力の実態を把握し，検証・改善のサイクルにつなげる。 

○ 情報活用能力の育成に係る県内の実践やその成果等を把握し，事例提供等を行う。また，

これらを「情報活用能力体系表（鹿児島県総合教育センター版）」等と関連付けて整理し，

モデルカリキュラムとして作成することで，各市町村教育委員会や学校等のカリキュラム・

マネジメントに資する。 

○ 県内デジタル関連企業や地域人材等との連携を通して，プログラミング教育や情報モラル

教育等も含め，児童生徒の情報活用能力の育成に資する。 

〇 児童生徒の情報活用能力育成に係る新たな情報技術等（生成ＡＩ等）について，教職員に

対して積極的な情報提供に努めるとともに，研修機会を確保する。 

ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ 各教科等の授業のみならず，様々な教育活動でＩＣＴを活用する場面を設定しその積極的

な活用を通して情報活用能力を育成する。 

○ カリキュラム・マネジメントの観点から，いつ，どの学習活動の中で，どのような方法に

より，どのような情報活用能力を育成するのか等を整理し，情報教育の全体計画や各教科等

の指導計画に明記すること等を通して，全教職員の共通理解を図りつつ，教科等横断的な視

点から意図的・計画的に情報活用能力を育成する。 

○ 民間企業や地域人材等の力も積極的に活用し，児童生徒の情報活用能力の育成につながる

取組を充実する。 

〇 児童生徒の情報活用能力育成に係る新たな情報技術等（生成ＡＩ等）について，教職員に

対して研修等への積極的な参加を促したり，積極的な情報提供に努めたりする。 

エ ロードマップ （社会の変化に対応できる情報活用能力の育成） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  【参考】「学校教育情報化推進計画（R4.12）」における目標指標  

   （目標）ＩＣＴの活用により，児童生徒の情報活用能力等の資質・能力を高める。 

   （指標）□ＩＣＴ活用による児童生徒の変容（ＩＣＴを使った勉強は役に立つと思うか，関心や意欲

が高まるかなど）…全国学力・学習状況調査 

       □児童生徒の情報活用能力…情報活用能力調査 

       □情報化指導者養成研修など国・教職員支援機構が実施する研修の実施状況（オンラインの

割合を含む。）…国・教職員支援機構による調査 

  【参考】初等中等教育段階における生成ＡＩの利用に関する暫定的なガイドライン（ポイント） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）デジタル社会へ積極的に参画できる力を育む情報モラル教育の充実 

ア 基本的な考え方 

学習指導要領解説において，情報モラルは「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方

と態度」と記載されています。具体的には， 

○ 他者への影響を考え，人権，知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任

をもつ 

○ 犯罪被害を含む危険の回避など情報を正しく安全に利用できる 

○ コンピュータなどの情報機器の使用による健康との関わりを理解する 

等と整理されており，情報活用能力の重要な資質・能力であるとともに，デジタル社会に積極的に

参加するために不可欠な資質・能力であると言えます。 

Society5.0 時代において，情報や情報技術を活用し，これからの社会づくりに貢献できる人材に

育てていくためには，学校を挙げて，児童生徒にこのような情報モラルを確実に身に付けさせるこ

とが重要です。また，「協働的な学び」を実現するためにはＩＣＴ利活用が必要不可欠であり，そ

の前提としての情報モラル教育が重視される必要があります。 

その際，昨今の情報モラル教育は，「させない，触れさせない指導」に留まっているとの指摘も

あることから，今後は，自分たちの意思で自律的にデジタル社会と関わっていくための「デジタル・

シティズンシップ教育」の観点から，一層取組を充実していく必要があります。 

情報モラルの育成のためには，教科等横断的な視点に立ち，発達の段階に応じて体系的に取り組

むことが求められます。カリキュラムの編成に当たっては，文部科学省が作成した「情報モラル指

導モデルカリキュラム表」（参考資料 P.9 参照）や県総合教育センターの作成した「ＩＣＴ活用場

面における情報モラル指導事項一覧表」（参考資料 P.9 参照）も参考になることから，適宜参照の

上，意図的・計画的な指導を行うことが必要です。 

また，情報モラル教育については，ＩＣＴの利活用という側面からだけでなく，生徒指導や道徳

教育の側面からも併せて充実していくべきものです。情報モラルは日常モラルに情報技術の基本的

な特性が加わったものであることから，まずは日常モラルを育てるという視点で，家庭や関係機関

との連携も図りながら，発達の段階に応じて，丁寧に指導を行うことが求められます。 

このほか，情報モラル教育の計画策定等を含む情報モラル教育の充実に当たっては，県総合教育

センターのＷｅｂサイト等において様々な研究成果等が掲載されていることから，適宜参照してく

ださい。 

このことは，新たな情報技術等（生成ＡＩ等）を活用する場合においても重要であり，特に個人

情報や著作物の取り扱いについては人権や法律等に関わることから，十分に指導する必要がありま

す。 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ 市町村教育委員会等と連携を図り，以下の視点に示す取組を推進します。 

・  指導計画の作成と実践（教科，特別活動，道徳，全校・学年集会等での指導） 

・  教職員の研修（指導計画の見直し，情報モラルの視点をもった学習活動） 

・  保護者への啓発（実態把握，フィルタリング，家庭でのルールづくり） 

ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ ＩＣＴの積極的な活用の視点に立った情報モラル教育を充実する。 

○ 保護者（家庭，ＰＴＡ），地域と連携した取組を充実する。 

 

 

 



 

エ ロードマップ（デジタル社会へ積極的に参画できる力を育む情報モラル教育等の充実） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）将来の可能性を広げ，論理的思考力を育むプログラミング教育の充実 

ア 基本的な考え方 

大量の情報を生かし，人工知能を活用して様々なことを判断させたり，身近なものの働きがイン

ターネット経由で最適化されたりする Society5.0 時代において，プログラミング教育により，コン

ピュータの仕組み自体を知り，コンピュータに自分が求める動作をさせることができるようになる

ことは，それをより主体的に活用できるようになることや，将来の社会で活躍できるきっかけ等に

もつながるものです。 

また，プログラミング教育は，論理的思考力の一つである「プログラミング的思考」の育成にも

つながります。具体的には，自分が意図する一連の活動を実現するために，どのような動きの組合

せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記号を，どのように組み合わせたらいいのか，記号の

組合せをどのように改善していけば，より意図した活動に近付くのか，といったことを論理的に考

えていく力を育むことにつながります。 

このように，学習指導要領においては，小学校段階からのプログラミング教育の必修化や高等学

校における共通必履修科目「情報Ⅰ」への対応など，各学校種においてプログラミング教育を充実

することとなりました。プログラミング教育により育成すべき資質・能力は，資質・能力の３つの

柱に基づき，下のとおり整理されています。 

【参考】資質・能力の３つの柱による整理（平成 28 年文部科学省有識者会議まとめ） 

○ 知識・技能 

（小） 身近な生活でコンピュータが活用されていることや，問題の解決には必要な手順があ

ることに気付くこと 

（中） 社会におけるコンピュータの役割や影響を理解するとともに，簡単なプログラムを作

成できるようにすること 

（高） コンピュータの働きを科学的に理解するとともに，実際の問題解決にコンピュータを

活用できるようにすること 

○ 思考力・判断力・表現力等 

発達の段階に即して，「プログラミング的思考」（自分が意図する一連の活動を実現する

ために，どのような動きの組合せが必要であり，一つ一つの動きに対応した記号を，どのよ

うに組み合わせたらいいのか，記号の組合せをどのように改善していけば，より意図した活

動に近づくのか，といったことを論理的に考えていく力）を育成すること 

○ 学びに向かう力・人間性等 

発達の段階に即して，コンピュータの働きを，よりよい人生や社会づくりに生かそうとす

る態度を涵養すること 

プログラミング教育の実施に当たっては，発達の段階に応じ，プログラミング教育によって育て

たい力を明確にした上で，活動内容や教科等の指導内容の特質を踏まえつつ，指導内容・指導方法

等を具体化することが重要です。 

特に，小中高の 12 年間を通して，プログラミングができるようになることのみならず，コンピュ

ータの役割や影響等に対する理解や，自分の意図するイメージやゴールに効率的・効果的に到達す

るための手順を論理的に考えられる力，実際の問題解決にコンピュータを活用できる資質・能力等

が育まれるような学びを生み出すことが大切です。その際，民間企業等とも積極的に連携しながら

授業等を行うことも考えられます。 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ 本県の児童生徒の情報活用能力の実態を把握し，検証・改善のサイクルにつなげる。 

○ 情報活用能力の育成に係る県内の実践やその成果等を把握し，事例提供等を行う。また，

これらを「情報活用能力体系表（（鹿児島県総合教育センター版）」等と関連付けて整理し，

モデルカリキュラムとして作成することで，各市町村教育委員会や学校等のカリキュラム・

マネジメントに資する。 

○ 県内デジタル関連企業や地域人材等との連携を通して，プログラミング教育や情報モラル

教育等も含め，児童生徒の情報活用能力の育成に資する。 

○ 小・中学校におけるプログラミング教育及び高等学校における教科「情報」に係る教職員

の研修の充実を図る。 



ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ 学校における取組状況の把握，指導・助言 

○ 提供資料等を活用した教職員研修の実施 

○ プログラミング教育に係る教材等の計画的な整備 

エ ロードマップ（将来の可能性を広げ，論理的思考力を育むプログラミング教育の充実） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）健康面に留意し，適切にＩＣＴを活用できる態度の育成 

ア 基本的な考え方 

教育の情報化が一層推進されることに伴い，児童生徒は，学校内外を問わず，日常的にＩＣＴを

活用する機会が多くなることから，これと併せて，児童生徒の健康面に配慮した取組を進めていく

ことが重要となります。 

健康面に及ぼす影響とは，例えば，目の疲れなど視覚系への影響や，姿勢などの筋骨格系への影

響，疲労への影響や心理的な影響等が考えられますが，これらを踏まえつつ，児童生徒の姿勢に関

する指導やＩＣＴ機器の画面の見えにくさに対する対応等を図っていく必要があります。 

具体的には，以下に示す通知やリーフレット等を参考に取り組むことが効果的であると考えられ

ます。 

【参考】 

 ・「ＧＩＧＡスクール構想の下で整備された１人１台端末の積極的な利活用等について」 

《別添２》ＩＣＴの活用に当たっての児童生徒の目の健康などに関する配慮事項🔗 

（令和３年３月 12 日付け 文部科学省通知） 

   

 ・「端末利用に当たっての児童生徒の健康への配慮等に関する啓発リーフレットについて」🔗 

《別添１》 児童用啓発リーフレット  《別添２》 生徒用啓発リーフレット 

《別添３》 保護者用啓発リーフレット  

（令和３年４月９日付け 文部科学省事務連絡） 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ ＩＣＴの活用時における健康面への配慮事項等について，市町村教育委員会や学校等に対

して，積極的な情報提供に努める。 

○ 県研究協力校による実践事例と成果等について，市町村教育委員会や学校等に対して情報

提供を行う。 

ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ 学校における児童生徒の状況の把握，指導・助言の充実に努める。 

○ 提供資料等を活用した教職員研修を実施する。 

エ ロードマップ（健康面に留意し，適切にＩＣＴを活用できる態度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.co.jp/search?q=%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%B4%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%94%9F%E5%BE%92%E3%81%AE%E7%9B%AE%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E9%85%8D%E6%85%AE%E4%BA%8B%E9%A0%85
https://www.google.co.jp/search?q=%EF%BC%A9%EF%BC%A3%EF%BC%B4%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%AB%E5%BD%93%E3%81%9F%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%94%9F%E5%BE%92%E3%81%AE%E7%9B%AE%E3%81%AE%E5%81%A5%E5%BA%B7%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E9%85%8D%E6%85%AE%E4%BA%8B%E9%A0%85
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_00001.html


２  新たな学びを生み出す授業等の創造  

（１）ＩＣＴや情報・教育データを利活用した個別最適な学び・協働的な学びの加速 

ア 基本的な考え方 

（授業等について） 

「令和の日本型学校教育」を構築し，全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと協

働的な学びを実現及びそれを充実させるためには，ＩＣＴは学校教育の基盤的なツールとして必要

不可欠なものであり，それらの学びを加速化させるものです。 

また，ＩＣＴの活用により，従来はなかなか伸ばせなかった資質・能力の育成や，他の学校・地

域等との交流など今までできなかった学習活動の実施や，家庭など学校外での学びの充実等を図る

こともできます。 

そして，授業づくりは，日々の実践の積み重ねの中で成り立つものであることから，まずは毎日

の授業の中で，積極的にＩＣＴを活用していくことが大切です。端末を日常的に活用することで，

ＩＣＴの活用が特別なことではなく「当たり前」のこととなるようにするとともに，ＩＣＴが現実

の社会で活用されているような方法で学ぶなど，児童生徒自身がＩＣＴ端末を「文房具」として自

由な発想で目的や自分に合った活用ができるよう授業をデザインすることが重要です。 

（優良事例等の共有） 

ＩＣＴを活用した好事例については，教職員同士，ひいては県内全域で共有し合い，それぞれが

模倣，検証，工夫，改善等を行うことで，ＩＣＴを効果的に活用した学びへとつなげていく必要が

あります。 

そのためには，県内外問わず，様々な先進的な取組についての情報収集を積極的に行うとともに，

情報交流を積極的に行い，スモールステップでも一歩ずつ着実に，実践を積み重ねていくことが重

要です。 

（デジタル教科書） 

学習者用デジタル教科書については，現在，国において，令和６年度からの一部導入を見据え実

証的な研究を行っているところですが，本県においても，国からの委託を受け，全ての市町村で実

証研究が行われていることから，見えてきた成果や課題等について，県内で共有していく必要があ

ります。併せて，指導者用デジタル教科書の導入についても，県内の導入状況等を踏まえながら，

整備が進められるようにしていく必要があります。 

（教育データの利活用等） 

国家百年の計とも言われる教育は，中長期的な視座をもち，大局的な観点から取り組むべきもの

です。一方，それは短期的に目の見える形での成果等へと結びつくことが少ないことをも意味し，

ともすれば，教育は長い間，数値等とはなじまないものとされてきました。このため，教育界には，

「経験」，「気合い」，「勘」の３Ｋからなる文化やそれに基づく教育実践が行われ，そうした各自

の「個人技」が口伝等により引き継がれていく実態等があるとの指摘もあるところです。 

学校における教育環境が急速に整備された今，これからの教育は，ＩＣＴを活用して，データ駆

動型の教育への転換が求められます。 

特に，教育データの利活用は，全ての子供一人一人の力を最大限に引き出すためのきめ細かい支

援を可能にするために，その活用促進が求められているものであり，具体的には，学習履歴（スタ

ディ・ログ）や生活・健康に関するデータ（ライフ・ログ），教職員の指導・支援等に関するデータ

（アシスト・ログ）等の教育データを適切に収集し，個に応じた指導に活用したり，ＡＩ等を活用

したりする取組等も考えられ，今後，一層の研究等が進むものと思われます。 

また，行政においてもＥＢＰＭ※１の推進が求められる中，各学校現場の教育ビッグデータを効率

的に収集・分析した上で，今後の施策に生かしていく必要があります。国においても，インターネ

ット上で問題等に取り組み，その成果等を蓄積することができるシステム（ＭＥＸＣＢＴ※２や学習



ｅポータル等）を開発しているところであり，県域でのＣＢＴ※３を取り入れた取組等も視野に，こ

うした実践についても研究していく必要があります。 

以上を踏まえると，これからの時代においては，行政及び学校がこれまで以上に連携し，「検証」，

「科学」，「根拠」からなる新しい３Ｋの文化を根付かせ，データ駆動型の教育を展開していく必

要があります。 

但し，教育データの利活用に当たっては，個人情報保護やセキュリティ対策などの留意すべき点

も多いことから，今後，国の「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」※１や「教育

データの利活用に係る留意事項」※２を踏まえて，県全体としての取り扱いについて，研究・協議を

行うこととしています。 

※１ 「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」（令和６年１月版）🔗 

※２ 「教育データの利活用に係る留意事項」第１版（令和５年３月）🔗 

（最新技術を用いた最先端の学びの創出） 

ＩＣＴの進歩は日進月歩であり，日々，教育を支援する新しい技術が生み出されています。また，

国も「ＥｄＴｅｃｈ※４を活用した『未来の教室』実証事業」として，教育現場に最新のデジタルテ

クノロジーを導入し，新たな学びが創出されるよう支援しています。こうした動向等も踏まえつつ，

本県でも，最先端技術を用いた学びの共有等を積極的に行っていく必要があります。 

また，ＩＣＴの活用は，各教科での学習を実社会での問題発見・解決に生かしていくための教科

横断的な教育であるＳＴＥＡＭ教育の推進に当たっても有効です。現在，国においては，ＳＴＥＡ

Ｍ教育の充実に向け，オンラインによる探究型ＥｄＴｅｃｈ教材等の活用を促進し，ＳＴＥＡＭラ

イブラリとして整理しているところであり，こうしたコンテンツの普及等を通して，本県において

もＳＴＥＡＭ教育を推進していく必要があります。 

さらに，生成ＡＩの活用については，児童生徒の情報活用能力育成の視点から，生成ＡＩの仕組

みの理解や生成ＡＩを学びや探究に活かす力等は，児童生徒が今後担っていく社会や時代において

は必要不可欠なものと言えます。 

活用に当たっては，個人情報の流出，著作権侵害，批判的思考や創造性への影響などの懸念事項

も取りざたされていますが，これらはこれまでもインターネットにおける検索等においても留意す

べきことでありました。児童生徒の発達の段階を十分に考慮し，生成ＡＩはあくまで人の思考や判

断を補助するものであり，最終的には自分の判断や考えが重要であることを理解させた上で，学習

等での活用を図ることが大切です。 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○  ＭＥＸＣＢＴ等のデジタルコンテンツや学習支援アプリ等の授業における効果的な活用

について，先進モデル校や研究協力校を指定し，実践研究に取り組むとともに，その成果等

について広く情報発信を行う。 

○ 全国や県内の優良事例や活用状況等に関する情報を積極的に収集し，ウェブやオンライン

等を積極的に活用し，市町村教育委員会や学校等に提供・発信する。 

○ Ｗｅｂやオンラインも積極的に活用し，授業におけるＩＣＴ活用推進に資する研修の機会

等を確保するとともに，文部科学省や企業等との連携も図り，内容の充実を図る。 

○ 教職員が同僚性を発揮し，実践における具体的なＩＣＴ活用方法や成果等について，情報

を共有できる場や機会を確保する。 

ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ ＩＣＴの授業での積極的な活用を促進し，日々の実践を通して，ＩＣＴを効果的に活用し

た授業づくりの充実が図られるようにする。 

○ 学校における活用状況や児童生徒の活用の様子等の積極的な把握に努め，教職員の研修機

会の充実等，それぞれの学校や教職員の状況に応じたＩＣＴを効果的に活用した授業づくり

に努める。 

○ 様々な機会，得られる情報等を有効に活用したり，お互いの実践や取組を共有したりする

ことを通して，ＩＣＴを効果的に活用した授業づくりに向けて，研鑽を深めるようにする。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/1397369.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/other/data_00007.htm


エ ロードマップ（ＩＣＴ及び教育データを活用した個別最適な学び・協働的な学びの加速） 

 

   ※１ ＥＢＰＭ＝Evidence Based Policy Makingの略。政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確

化したうえで合理的根拠（エビデンス）に基づくものとすること。 

   ※２ ＭＥＸＣＢＴ＝児童生徒が学校や家庭において、国や地方自治体等の公的機関等が作成した問題を活用し、オンライン上

で学習やアセスメントができる公的 CBT（Computer Based Testing）プラットフォームのこと。 

   ※３ ＣＢＴ＝Computer Based Testingの略。コンピュータ使用型調査（テスト）のこと。 

   ※４ ＥｄＴｅｃｈ＝教育（Education）× テクノロジー（Technology）を組み合わせた造語で、教育領域にイノベーションを

起こすビジネス、サービス、スタートアップ企業などの総称。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）やむを得ず登校できない児童生徒に対する学びの保障等※１ 

ア 基本的な考え方 

ＩＣＴを活用することで，不登校，病気療養，障害，あるいは日本語指導を要するなどにより特

別な支援が必要な児童生徒に対するきめ細かな支援や，災害や新型コロナウイルス感染症等に起因

し，やむを得ず登校できない児童生徒に対する学びの保障，さらには個々の才能を伸ばすための高

度な学びの機会の提供等を行うことができます。 

また，離島やへき地の学校においては，ＩＣＴを活用した遠隔教育の実践等により，多くの方と

交流を行うことも可能になります。このように，誰一人取り残さない，児童生徒の学びを止めない

という観点から，ＩＣＴを積極的に活用して教育を行っていくことが求められます。 

新型コロナウイルス感染症の拡大や社会全体のＤＸの推進により，ＩＣＴ端末を活用しての家庭

学習や遠隔教育システムを使ったオンラインによる授業配信，不登校児童生徒への支援，健康観察

等，一人一人の個性や気質に応じた指導が一気に行いやすくなりました。こうして広がった新たな

取組の火を消さず，更に加速化させるとともに，住んでいる地域によって差が生じることがないよ

う，児童生徒への学習支援の取組を広げていく必要があります。 

（端末の積極的な活用） 

ＧＩＧＡスクール構想により整備された端末について，これを持ち帰り，やむを得ず登校できな

い場合等において遠隔教育システムを使ったオンラインによる学習支援等を行う取組が一般化しつ

つあります。 

また，不登校児童生徒に対し，端末を活用しての学習支援を行う事例も出てきています。出席の

扱い等についても校長判断で配慮も可能となる場合もある※２とから，このように，登校できない児

童生徒に対しても，端末を活用することで，学校と児童生徒との間でコミュニケーションを絶やさ

ず，学びを止めないような取組を行うことが可能になります。 

また，端末を持ち帰り，日々の家庭学習や長期休業中の課題等についての学習を行う取組も出て

きています。端末を持ち帰ることで，児童生徒が授業の復習や予習など，何かを学びたいと思った

ときに，すぐに調べたり，学んだりすることができるようになるなど，ＩＣＴを活用した学びの日

常化を図ることができます。こうした取組についても，引き続き研究を行っていく必要があります。 

取組の実施に当たっては，家庭の通信環境の把握や端末を持ち帰らせる際のルール・留意点の周

知等を，家庭と連携を取りながら進めることが重要です。ハード面とともにソフト面の整備も計画

的に進め，急遽，やむを得ず登校できない児童生徒への学習支援が必要となった際にも，いつでも

対応可能な環境を整備しておくことが求められます。その際，通信費の負担等については，要保護

世帯に対する教育扶助においてその支給対象となっていることに鑑み，各市町村教育委員会におい

ては，準要保護世帯に対する就学援助の対象としていくことも考えられます。 

なお，学校教育は，教職員と児童生徒との関わり合い等の中で，子供の全人格的な発達を目指し

て行われるものであり，遠隔教育システムの活用は重要ではありますが，その全てを代替するもの

ではありません。特に，義務教育段階の学校においては，学力，意欲，家庭環境などが多様な児童

生徒が在籍しており，一人一人の特性や状況などをきめ細かく理解し，指導することが重要との考

えの下，あくまで対面による授業が原則とされている点に留意が必要です。 

【参考】 
※１「やむを得ず学校に登校できない児童生徒等へのＩＣＴを活用した学習指導等について」🔗 

（令和４年１月 12 日付け 文部科学省事務連絡） 
※２「不登校児童生徒への支援の在り方について」（令和元年 10月 25日 文部科学省通知）🔗 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ 研究協力校や先進モデル校を指定し実践研究に取り組むとともに，その成果等について，

広く情報発信を行う。 

○ 各市町村教育委員会や学校等の取組状況等を把握するとともに，市町村教育委員会や学校

が取り組む際の課題等に対して，指導助言や資料提供等を行う。 

○ 県内の優良事例を集約するとともに，Ｗｅｂ等も活用しながら，積極的な情報提供を行う。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/mext_99901.html
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1422155.htm


ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ ＩＣＴを活用した学習支援が必要となった際に，すぐに対応可能な環境の計画的な整備 

○ 保護者やＰＴＡに対する教育委員会や学校等の取組についての説明・周知 

エ ロードマップ（やむを得ず登校できない児童生徒に対する学びの保障等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３）障害等による学習上又は生活上の困難さを改善するＩＣＴ活用の促進 

ア 基本的な考え方 

ＩＣＴの活用は，障害のある児童生徒への支援に大きな効果を発揮するものであることから，積

極的にその活用を推進すべきです。特別支援教育におけるＩＣＴ活用は，①「教科指導の効果を高

めたり，情報活用能力の育成を図ったりするためといった障害の有無や学校種を超えた，学習にお

けるＩＣＴ活用の共通視点」と，②「障害による学習上又は生活上の困難さを改善・克服するため

といった特別な支援が必要な児童生徒に特化した視点」から考えられます。 

例えば，身体の障害による学習上の困難については，障害の特性に応じたＩＣＴ機器や補助具の

活用が必要です。また，知的障害や発達障害による学びにくさやコミュニケーションの難しさにつ

いては，理解や意思表示を支援するようなＩＣＴ機器の活用が有効となります。 

障害の状態や特性やそれに伴う学びにくさは多様でかつ個人差が大きく，障害のない児童生徒以

上に「個別最適化した学び」≒「特別な支援」が必要であることから，個々の児童生徒の障害の特

性や実態を踏まえ，適切なＩＣＴ機器が効果的に活用されるようにしていくことが大切です。 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ 各校の取組等を集約した活用事例集を作成したり，全国や県内の優良事例や活用状況等に

関する情報を積極的に収集したりするとともに，Ｗｅｂ等も活用し，効果的な活用について

の情報を市町村教育委員会や学校等に提供・発信するように努める※。 

○ 国の補助事業等を活用し，個々の児童生徒の障害の特性や実態を踏まえ，適切なＩＣＴ機

器の整備が進められるように努める。 

○ 第４期鹿児島県特別支援学校授業力向上プログラムにおけるＩＣＴ等を活用した授業づく

りの充実を図る。 

※ 参考 独立行政法人 国立特別支援教育総合研究所の特別支援教育教材ポータルサイト🔗 

ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ 個々の児童生徒の障害の状態や特性，それに伴う学びにくさの実態把握 

○ 個々の児童生徒の障害の特性等や実態を踏まえ，ＩＣＴを効果的に活用した授業づくり等

に関する教職員の研修の充実 

エ ロードマップ（障害等による学習上又は生活上の困難さを改善するＩＣＴ活用の促進） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kyozai.nise.go.jp/


３  教職員のＩＣＴ活用指導力の向上  

ア 基本的な考え方 

（研修段階） 

「個別最適な学び」や「協働的な学び」の実現，情報活用能力の育成のためには，一人一人の教職

員がＩＣＴ活用指導力の向上の必要性を理解し，研修等に積極的に参加したり，試行錯誤しながら自

ら研鑽を深めたりすることが求められます。 

そのためには，学校において計画的に研修機会を確保するとともに，管理職によるかごしま県教員

育成指標※等を踏まえた適切な資質向上に資する研修参加への勧奨や取組への指導助言等が大切であ

ると考えます。また，教育委員会等が各学校の研修に積極的に関わったり，大学や企業等と連携した

りすることにより，研修内容を充実させることが重要です。 

※ かごしま県教員育成指標🔗 

（県域教育用アカウントやＩＣＴの有効活用） 

本県では，児童生徒同様に，教職員一人一人に対しても，県内のどの公立学校でも使用可能な県域

共通ドメインによるアカウントを配布しています。これを活用することにより，県内各地域の教職員

が容易につながることが可能になり，様々な実践を共有したり，課題を一緒に解決したりすることも

可能になります。 

現在，県教委では，コミュニケーションツールと県域教育用アカウントを活用し，オンライン上で

県内全ての公立・国立学校の教職員や指導主事等が参加可能な，KagoGIGA情報交流室を開設しており，

積極的な情報交換やオンラインでの研修会等を開催しています。こうしたものを通じて，県全体で教

職員のＩＣＴ活用指導力の向上に努めていきます。 

また，市町村単位や学校単位等でもこうした取組が広がっていくことが期待されます。 

（養成段階） 

これに加え，養成段階からの取組も重要であり，大学の講義等においては，教員養成段階からそれ

らを意識した内容と方法に転換されることから，県教委として，鹿児島県教員資質向上協議会等を通

じて，県内の大学等と積極的に連携・協働を図っていきます。 

（本県の現状） 

文部科学省が実施した「教職員のＩＣＴ活用指導力に関する調査」（令和４年３月）の結果から，

本県の教職員が「授業中にＩＣＴを活用して指導すること」や「児童生徒のＩＣＴ活用を指導するこ

と」において，不安を感じているのではないかということが考えられます。 

その不安の背景には，例えば，児童生徒に端末を使わせて学習させるという指導を行った経験が少

ないことや，自分が使いこなせないものを児童生徒に使わせて学習させるということは難しいといっ

た，教職員の思いがあることも考えられます。 

しかし， この調査結果を分析すると，本県の教職員が，他県の教職員と比べて特にＩＣＴ活用の指

導に不安に感じているということではなく，ＧＩＧＡスクール構想等により急速に教育の情報化が進

展する中，全国の教職員が同様の不安を抱えているものと考えられます。 

本県の教職員の不安を可能な限り早く払拭できるよう，養成段階から育成段階までＩＣＴの利活用

に関する知識・技能が習得できるような環境を整備するとともに，遠隔教育システム等も活用しなが

ら，いつでも，どこでも，各自のニーズに応じた各種研修等を充実させます。そして，様々な実践等

を積み重ね，共有することで，県全体で教職員のＩＣＴ活用指導力の向上を図っていきます。その際，

国が示したＩＣＴ活用指導力チェックリスト（参考資料 P.12 参照）を活用することで，現状の把握や

今後育成すべき能力の検討に生かすことができます。 

また，教職員のＩＣＴ活用指導力の向上に当たっては，例えば，以下の視点を踏まえて取り組むこ

とが大切です。 

https://www.pref.kagoshima.jp/ba04/kyoiku-bunka/school/kenshu/taikei/documents/5142_20230327191729-1.pdf


○ ＩＣＴ利活用に関する情報提供やサポートが適時受けられるようにする。 

○ 遠隔教育システム方式の活用，大学・企業等との連携・協力も含めて，教職員の研修機会を

充実する。 

○ 教職員の同僚性を十分に生かした手立ての充実を図る。 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ 教職員のＩＣＴ活用指導力の実態調査や育成指標の具体化，体系的な研修の在り方等につい

て検討を行う。 

○ オンラインのプラットホーム等を効果的に活用し，国等の提供するＩＣＴ利活用に関する情

報や県内の様々な取組について，積極的に情報提供する。 

○ 現状やニーズ等を基に，教職員の活用が図られるような資料や情報，研修機会の積極的な提

供に努める。 

○ 教職員同士が情報を共有したり，学び合ったりすることのできる場を提供し，教職員のＩＣ

Ｔ活用指導力向上をサポートする取組を充実する。 

○ 県総合教育センターの短期研修の実施や，民間企業等と連携を図って講師やアドバイザー等

を派遣するなど，教職員の研修の機会確保や内容の充実を図る。 

ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ 管理職等との対話により，職員等に研修会等への積極的な参加を促す。 

○ 現状を踏まえた課題やニーズ等を踏まえて，教職員のＩＣＴ活用指導力向上に係る研修会等

を実施する。 

○ 校内におけるＩＣＴ利活用状況の確認や優良事例等を共有する方策を講じる。 

エ ロードマップ（教職員のＩＣＴ活用指導力の向上） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考】「学校教育情報化推進計画（R4.12）」における目標指標  

  （目標）教師のＩＣＴ活用指導力やＩＣＴ支援員など指導体制の強化を図るとともに，ＩＣＴ活用に関

する地域間の差を縮小させる。 

  （指標）□授業においてＩＣＴを活用して指導する能力…学校における教育の情報化の実態等に関する

調査 

※ 70.2％（2021 年度）→100％（2026 年度） 

      □授業等におけるＩＣＴ機器の活用頻度の地域差 

       １人１台端末を授業でほぼ毎日活用している学校の割合…全国学力・学習状況調査 

       ※ 小学校 53.9％，中学校 58.6％（2021 年度）→100％（2026 年度） 

      □端末を個別最適な学びや協働的な学びに活用しているか…全国学力・学習状況調査 

      □高校の情報科担当教員のうち，免許状保有教員の人数の割合 

       ※ 89.3％（2022 年）→100％（2024年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４  校務の情報化の推進  

ア 基本的な考え方 

校務の情報化は，効率的な校務処理により業務時間の削減を図り，教育活動の質を向上させるため

のものです。具体的には，以下のようなことが可能になります。 

○ 校務が効率的に遂行できるようになることで，教職員が児童生徒の指導に対してより多くの

時間を割くことができる。 

○ 児童生徒の出欠や身体の状況，学習履歴等，様々な教育に関するデータの分析や共有により，

今まで以上に細部まで目が行き届いた学習指導や生徒指導などの教育活動が実現できる。 

○ 教職員間における指導計画や指導案，授業で活用する資料等の情報共有や遠隔教育システム

等を活用した教職員間の研修の開催が可能になるなど，教職員間のコミュニケーションやノウ

ハウの共有等による資質向上を円滑にすることができる。 

○ 学校ウェブサイトやメール，オンライン配信などによる情報発信等により，家庭・地域から

の理解・協力を促進させたりすることができる。 

ＧＩＧＡスクール構想においては，こうした校務の情報化も重要な視点の一つとして挙げられてお

り，ＩＣＴを効果的に活用した変容が求められる中，校務の情報化も積極的に推進し，上記の取組が

各学校において展開されるよう進めていきます。 

本県は，教職員の異動が県内全域で行われますが，どの学校においても，同じ環境で校務に従事で

きるような環境を整備することが重要です。前任校で当たり前のようにできていたことが，新任校で

は校務の情報化が十分には進んでおらず，校務に支障が出るようなことがあってはなりません。 

特に，可能な限り全ての学校において，統合型校務支援システムが早期に導入されるよう取り組ん

でいく必要があります。また，教職員の業務の負担軽減が図られるよう，本県における地域的特性も

踏まえつつ，ペーパーレス化や研修・ミーティングのオンライン化など，各学校のみならず，教育委

員会も含めて工夫・改善を行って行く必要があります。 

また，学校における生成ＡＩの適切な利用は，児童生徒の学習活動の充実とともに，教職員の校務

等の負担軽減や効率化にも資すると考えられることから，児童生徒の資質・能力の育成を阻害しない

か，教育活動の目的を達成する上で効果的か否かで利用の適否を判断することが望ましいと考えます。 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ 県による各種調査等のオンライン化や各種会議，研修会等の資料について，可能な限りペー

パーレス化を促進する。 

○ 各種調査や提出文書等の様式や提出方法などについてデジタル化を図り，回答や処理等の負

担軽減や効率化を図るようにする。 

○ 県内の統合型校務支援システムの導入状況等に関する情報を市町村教育委員会に提供する。 

○ 県主催の会議や研修会等について，遠隔教育システムも併せて活用した開催について検討する。 

○ 校務の情報化による負担軽減や効率化の優良事例等について，先進モデル校等での実践研究

を含め，積極的に情報収集を行うとともに，情報提供を行う。 

ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ 校務の情報化に関する情報共有を行う場を設定する。 

○ 職員会議等，可能なところからペーパーレス化を図るようにする。 

○ 各種調査や提出文書等の様式や提出方法などについてデジタル化を図り，回答や処理等の負

担軽減や効率化を図るようにする。 

○ 校務を支援するツール等の研修会を行うなど，積極的な活用に向けた取組を行う。 

 

 



エ ロードマップ（校務の情報化の水推進） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】「学校教育情報化推進計画（R4.12）」における目標指標  

（目標）ＩＣＴを活用した校務の効率化や働き方改革を推進する。 

（指標）□ＩＣＴを活用した校務効率化（児童生徒の出欠連絡，保護者への連絡・アンケート，会議，書

類作成等）の状況…全国学力・学習状況調査 

□学習評価や成績処理について，ＩＣＴを活用して，事務作業の負担軽減を図っているか（校

務支援システム等の活用等…教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５  学校におけるＩＣＴ環境の整備と維持管理  

（１）教育の情報化を支える基盤整備 

ア 基本的な考え方 

国のＧＩＧＡスクール構想により，義務教育段階の児童生徒の端末と校内ＬＡＮの整備が急速に

進みました。今後は，高等学校における環境整備も進むことから，小・中・高の 12 年間に渡って，

児童生徒がＩＣＴを効果的に活用して学習に取り組むことのできる環境を整えていくことが重要で

す。 

また，整備された児童生徒の端末が，授業においてしっかり活用できるような環境を維持してい

くことも必要です。特に，通信環境やＩＣＴ機器等の多くは更新や見直しが必要なことも多く，整

備した後も常に現状を把握し，必要な方策を講じていく必要があります。 

さらに，端末を積極的かつ効果的に活用する視点から，授業目的公衆送信補償金の負担，授業中

の活用場面や自宅に持ち帰らせての学習を想定した学習支援アプリケーション等の導入，教職員の

指導用端末や負担軽減等につながる校務支援ツールの導入についても整備を進める必要があります。

その際，国の補助事業等も積極的に活用し，必要な整備を計画的に進めていくことが重要です。 

ＩＣＴ分野の進歩は日進月歩の状況です。学習支援アプリケーション等についても，次々と新た

なものが生み出されている状況です。常に情報収集に努め，検討できるようにしておくことが大切

です。その際，企業等との積極的な連携も求められます。 

また，学校の通信環境については，端末の積極的な活用が本格的に始まったことにより，課題が

見えてきた市町村，学校等も散見されます。定期的な点検等を行うとともに，必要な見直しと改善

を図っていくことが求められます。県教委としても，市町村教育委員会や学校に対して相談や助言

を行う体制づくりをし，必要な支援を行っていきます。通信環境の点検に当たっては，以下の文部

科学省からの通知も参照してください。 

【参考】 

・「ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた通信ネットワークの円滑な運用確保に係る対応に 

ついて（通知）」（令和３年３月 12 日付け 文部科学省通知）🔗 

・「通信ネットワーク環境の評価(アセスメント)の実施について(依頼)」🔗 

(令和５年２月３日付け 文部科学省事務連絡) 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ ＩＣＴ環境整備に係る国の調査結果等を整理し，市町村教育委員会に対して，ＩＣＴ環境

整備に資する情報等を適宜提供する。 

○ ＧＩＧＡスクール運営支援チームを置き，市町村教育委員会や学校からの相談等に対して，

専門的な視点からの指導・助言等ができるようにする。 

○ ＩＣＴ環境整備について，市町村教育委員会がＩＣＴ関連企業等の説明を聞いたり，整備

等について相談したりすることのできるマッチングの機会を提供する。 

○ 小・中・高の 12 年間に渡り，児童生徒が継続してＩＣＴを活用した学習に取り組むことが

できるようＩＣＴ環境整備の改善・充実を図る。 

ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ ＩＣＴ支援員等を活用し，各学校における活用状況，課題等の現状把握に努める。 

○ 最新情報の収集等を行い，工夫・改善が必要な部分については対応に努める。 

○ 端末を活用する上で重要な整備等については，国の補助事業等が活用できるかどうかも考

慮し，計画的に進めるように努める。 

○ 授業目的公衆送信補償金の適正な手続きに努める。 

 

https://www.mext.go.jp/content/202103012-mxt_jogai01-000011648_007.pdf
https://www.mext.go.jp/content/202103012-mxt_jogai01-000011648_007.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/detail/mext_02142.html


 

エ ロードマップ（教育の情報化を支える基盤整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】「学校教育情報化推進計画（R4.12）」における目標指標  

  （目標）ＧＩＧＡスクール構想により１人１台端末や高速大容量ネットワークが整備された中で，端末 

やネットワーク環境，大型提示装置等の学校ＩＣＴ環境の整備を一層推進する。 

端末の持ち帰りを含め，家庭学習におけるＩＣＴの活用体制を整備する。 

（指標）□高等学校におけるＩＣＴ環境整備状況 

※ 高等学校における端末整備状況：2024 年度までに全都道府県・政令指定都市で 1 人 1 台

端末環境を整備 

□ネットワーク速度の実測値や，アセスメントの実施状況 

□同時双方向型のウェブ会議システムを活用したオンライン学習が実施可能な小中高等学校の

割合：100％（2027 年度） 

※ 一定期間以上休業した学校のうち，同時双方向型のウェブ会議システムを活用したオン

ライン学習を実施した小中高等学校等の割合：69.6％（令和４年１月 11 日～２月 16 日） 

□端末の持ち帰り状況や，臨時休業等の際のＩＣＴ活用状況 

※ 端末の持ち帰り学習の準備状況：95.2％（2021 年度）→100％（2026 年度） 

※ 臨時休業等の際のＩＣＴ端末の活用状況：84.4％（2021 年度）→100％（2026 年度） 

 

 

 

 



（２）個人情報の保護・情報セキュリティの確保 

ア 基本的な考え方 

教育の情報化は，ＩＣＴを効果的に活用した学習が教育現場で積極的に実践されることにありま

すが，その前提には，児童生徒の安全・安心なセキュリティ環境が確保されていることが前提です。 

現実社会において，暴力行為や盗難といった多様な犯罪があるのと同じように，ＩＣＴが発達し

た社会においても，情報の盗難やコンピューターシステムの破壊といった犯罪があります。また，

サイバー空間だけでなく，火事や地震，雷といった災害から機器を守ることも，大切な情報セキュ

リティ対策です。学校には児童生徒の機微な個人情報が多数存在することから，学校現場における

情報セキュリティ対策は，ＩＣＴ環境整備と同時に施すことが重要です。 

一方，こうした情報セキュリティの確保は，「学校現場における教育活動にＩＣＴを積極的に活

用することを担保する」ことを目的とするものであることに留意が必要です。例えば，フィルタリ

ングの設定等に当たっては，必要以上に端末の制限等をかけることで，ＩＣＴの効果的な活用に支

障が出ないよう配慮することも大切です。 

このため，県や市町村の情報セキュリティポリシーや個人情報保護条例等との整合にも注意しな

がら，児童生徒の学びの充実のために，弾力的な運用ができるよう，確認や見直し等も定期的に行

いながら，適正に運営することが必要です。 

また，アカウントやパスワード等の個人情報の重要性や管理の在り方や生成ＡＩや著作権等に関

わる取扱いについて，児童生徒に指導し，自分自身で責任をもって適切に使用できるようにさせる

ことは，児童生徒に身に付けさせるべき「情報活用能力」の一端でもあり，安心・安全なセキュリ

ティ環境の確保のための，児童生徒への指導も重要なことです。こうした力の育成も併せて行って

いく必要があります。 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ 県や市町村のセキュリティポリシー，個人情報保護条例等との整合や見直しについて，市

町村教育委員会に対して，適正な運用ができるように指導・助言を行う。 

○ 県域教育用アカウントを活用した取組（クラウド活用や学習 e ポータルのシングルサイン

オン利用等）や年次更新等について，市町村教育委員会や学校，企業等との連携を図りなが

ら，適切に管理・運用する。 

○ 児童生徒にとって安心・安全で，かつ活用しやすい環境を構築するため，アカウントやパ

スワード等の管理・運用，生成ＡＩや著作権等の適切な利用に係る情報や資料等の提供，相

談への対応等，市町村教育委員会や学校へのサポート体制の充実を図る。  

ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ 県教育委員会と連携を図りながら，セキュリティポリシーや個人情報保護条例等も踏まえ

た適切なＩＣＴ利活用ができるよう，管理と運用に努める。 

 ※ 情報セキュリティポリシーについて共通理解しておきたいこと（参考資料 P.13～14参照） 

○ 児童生徒に対する情報セキュリティに係る指導の充実に努める。 

エ ロードマップ（個人情報の保護・情報セキュリティ） 

 

 

 

 

 

 

 



（３）教育の情報化を推進・支援するための体制整備 

ア 基本的な考え方 

教育の情報化を推進するためには，教育委員会や学校において，適切な体制が整備されているこ

とが重要です。 

（教育委員会） 

教育委員会においては，学校のＩＣＴ化において，統括的な責任者を明らかにすることが重要で

あり，情報化による授業改善と情報教育の充実や学校のＩＣＴ環境の整備（校務の情報化を含む。），

リスクマネジメント，情報公開・広報・公聴，人材育成・活用等，学校の情報化における諸課題につ

いて，一元的に担うことが大切です。 

（学校） 

また，学校においては，管理職が教育の情報化の実務的な責任者であり，情報化の重要性・必要

性の理解や校内の情報化を進めるマネジメント力等の能力が求められます。また，情報化を推進す

るため，「情報化推進リーダー」等の役職を設けるなど，校務分掌の組織化により，校内情報化推

進体制の構築が大切です。 

（ＩＣＴ支援員） 

このほか，ＩＣＴ支援員の計画的な配置・充実も求められます。教育の情報化により，大量のＩ

ＣＴ機器やソフトウェアの導入が進み，ＩＣＴ機器等を活用した授業準備や機材の保守など，学校

や教職員に大きな負荷がかかる中，ＩＣＴ支援員の必要性が高まっています。国では，「教育のＩ

ＣＴ化に向けた環境整備５か年計画」に基づき， ４校に１人の割合でＩＣＴ支援員が配置できるよ

う地方財政措置を講じていることから，これを活用した積極的な配置・充実が求められます。 

（地域，大学，企業，家庭等との連携） 

技術革新が目覚ましく進展する中，学校や教育関係者が教育の情報化を進め，先端技術を迅速に

取り入れていくためには，様々な外部の専門家の協力を得ることも必要です。そのため，民間企業

や大学等と協力体制を構築し，最先端技術の導入に向けた実証的な取組や，研修・イベント等にお

ける協力等，積極的な連携が求められます。 

また，保護者や地域の方々など関係者にも理解と協力を得ながら，児童生徒が安心・安全に端末

を利用できる環境を整えることも重要です。児童生徒が端末を扱う際のルールや健康面への配慮，

端末・インターネットの特性と個人情報の扱い方，トラブルや破損，紛失等が起きた場合の連絡や

問合せ方法，補填内容等，保護者等との間で事前に確認し，共通理解を得る必要があります。 

イ 県教育委員会の具体的な取組 

○ 高校教育課内に学校教育ＩＣＴ推進班を設置し，小・中・高の 12 年間を見通した学校のＩＣ

Ｔ化のビジョンを構築し，統括的な責任をもって地域における学校のＩＣＴ化を推進し，市町

村・学校への指導・助言等を行うための体制充実を図る。 

 ※ 児童生徒の情報活用能力の育成，教職員のＩＣＴ活用指導力向上に向けた取組の在り方等

のソフト面と，端末や通信環境の整備等のハード面の両面について，市町村や学校の取組を

支援する体制の充実。 

○ 県内のデジタル関連企業等との連携による，各学校における授業や体験学習等の実施を推進

する。 

○ 教育の情報化に係るフォーラム等を通じて，県庁関係各課や教育事務所，市町村教育委員会，

企業や大学等との連携・協力を図り，本県の「教育の情報化」の推進に資する様々な取組の充

実を図るとともに，保護者や地域等への情報発信にも努め，本県の「教育の情報化」推進の取

組等についての理解促進を図る。 

○ 教育の情報化推進連絡協議会等において，県内の「教育の情報化」の推進状況の評価，様々

な調査等の結果の分析を行い，市町村教育委員会や学校等に情報提供するとともに，今後の県

の「教育の情報化」推進の方向性や施策等について協議・検討する。 

 



ウ 市町村教育委員会，学校に期待すること 

○ ＩＣＴ利活用の中核（情報化推進リーダー等）となる教職員の育成を図る。 

○ ＩＣＴ支援員や民間企業，地域等の外部人材の効果的な活用を図る。 

○ 校内のそれぞれの取組や優良事例等を共有できる手立てを具体化する。 

○ 域内のＩＣＴ活用モデルの開発等，教育委員会と学校とが連携して教育の情報化に向けた取

組を推進することのできる体制整備を図る。 

○ 教育委員会や学校の取組について，保護者や地域等に対して積極的な情報発信に努めるとと

もに，授業参観や説明会，体験会等により，不安等への解消を図るとともに，学校教育におけ

るＩＣＴ活用の効果や必要性等について理解が得られるように努める。 

エ ロードマップ（教育の情報化を推進・支援するための体制整備） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】「学校教育情報化推進計画（R4.12）」における目標指標  

  （目標）教師のＩＣＴ活用指導力やＩＣＴ支援員など指導体制の強化を図るとともに，ＩＣＴ活用に関

する地域間の差を縮小させる。 

  （指標）□ＩＣＴ支援員の配置状況，ＩＣＴ活用教育アドバイザーの活動状況…自治体における学校の

ＩＣＴ関係決算状況調査等 

       ※ ＩＣＴ支援員：5,620 人（2021 年度）→8,000 人（2024 年度） 

      □ＧＩＧＡスクール運営支援センター等の組織的学校支援体制を敷く自治体の割合 

 

 

 


